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決定内容 不開示理由 

部分開示 

【請求に係る保有個人情報の内容】 

１ 相談処理経過の概要 

・ 警視庁〇〇警察署 

・ 処理年月日 令和〇年〇月〇日 

令和〇年〇月〇日 

・ 受理番号  〇-〇-スト-00004号 

２ 警察総合相談業務等管理システム登録情報 

 ・ 帳票名   相談処理経過の概要 

・ 処理年月日 令和〇年〇月〇日 

令和〇年〇月〇日 

 ・ 受理番号  〇-〇-スト-00004号 

３ 文書閲覧請求書 

 ・ 令和〇年〇月〇日付、警視庁〇〇警察署 

 ・ 収受番号 〇収第 67号 

４ 行政手続法に基づく文書等の閲覧について 

 ・ 令和〇年〇月〇日付、警視庁生活安全部生活安全総務課 

 ・ 別添閲覧資料を除く 

５ 意見の聴取調書等閲覧請求書 

・ 令和〇年〇月〇日付、警視庁生活安全部生活安全総務課 

・ 収受番号 生総ス規１収第 3009号 

＜不開示部分＞ 

 警察職員の氏名及び印影（管理職を除く） 

＜不開示理由＞ 

 ≪個人情報の保護に関する法律 78条１項２号≫ 

  開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することが

できるものであるため。 

 ≪個人情報の保護に関する法律 78条１項５号≫ 

  開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の

維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 

＜不開示部分＞ 

 「相談処理経過の概要」（警察総合相談業務等管理システム登録情報の印

字帳票を含む）のうち、 

 ・ 「入力」欄の不開示とした部分（警察職員の氏名を除く） 

 ・ 「件名」欄 

 ・ 「経過番号」欄 



＜不開示理由＞ 

 ≪個人情報の保護に関する法律 78条１項２号≫ 

開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することが

できるものであるため。 

≪個人情報の保護に関する法律 78条１項７号≫ 

 開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示

請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、ス

トーカー行為等に係る相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

るため。 

＜不開示部分＞ 

〇 「相談処理経過の概要」(警察総合相談業務等管理システム登録情報の

印字帳票を含む)のうち、 

 ・ 「分類種別」欄 

・ 「措置」欄 

・ 「事件化の検討」欄の不開示とした部分 

・ 「連絡引継」欄の不開示とした部分 

・ 「内容確認」欄の不開示とした部分 

・ 「相談者」欄 

・ 「処理経過の概要」欄で相談事務に係る評価、判断等に関する情報

が記載された部分 

〇 「行政手続法に基づく文書等の閲覧について」のうち、「５当事者の住

所、職業、氏名、年齢」で不開示とした部分 

＜不開示理由＞ 

 ≪個人情報の保護に関する法律 78条１項７号≫ 

  相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することに

より、ストーカー行為等に係る相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあるため。 

不開示 

【請求に係る保有個人情報の内容】 

１ ストーカー行為等に係る相談処理結果表（その１） 

（警視庁○○警察署、受理番号〇-〇-スト-00004号） 

２ 相談処理経過の概要（その２） 

  （警視庁〇〇警察署、受理番号〇-〇-スト-00004号、処理年月日が令

和〇年〇月〇日及び令和〇年〇月〇日のものを除く） 

３ 相談処理結果（その３） 

  （警視庁○○警察署、受理番号○-〇-スト-00004号） 

４ 警察総合相談業務等管理システム登録情報 

  （受理番号〇-〇-スト-00004号、帳票名が「相談処理経過の概要」の

処理年月日が令和〇年〇月〇日及び令和〇年〇月〇日のものを除く） 



＜開示をしないこととした理由＞ 

 ≪個人情報の保護に関する法律 78条１項２号≫ 

  開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することが

できるものであるため。 

 ≪個人情報の保護に関する法律 78条１項５号≫ 

  開示することにより、ストーカー行為等に係る禁止命令等に関する調

査の内容、手法等が明らかになるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共

の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 

 ≪個人情報の保護に関する法律 78条１項７号≫ 

  開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示

請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるほか、ス

トーカー行為等に係る禁止命令等に関する調査の内容、手法等が明らか

になり、その結果、正確な事案の把握を困難にし、違法又は不当な行為

を容易にするなど、今後のストーカー行為等の規制等に関する事務の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 

 


